
13 令和元年９月１日

吾妻郡町村議会議長会　講演会のお知らせ
　吾妻郡町村議会議長会では、急激な人口減少がすすむ吾妻郡において、20年後に迫
っている「2040年問題」をテーマに講演会を開催いたします。
●日時　10月10日（木）　午後２時～午後４時
●会場　東吾妻町コンベンションホール
●演題　「2040構想の山村地域への適用」
●講師　山下祐介氏（首都大学東京　教授）
●定員　一般150名（先着）
　　　　※議員研修会なので、議員の方と一緒の聴講となります。
●入場料　無料
●お問い合わせ　吾妻郡町村議会議長会事務局（中之条町大字西中之条135番地）
　　　　　　　　☎0279－75－4700　担当　福田義治

消費者ホットライン188とは？
　消費者ホットライン188(局番なし)は、お近くの消費生活センター
等の消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初
の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてし
まった」などの消費者トラブルで困っていることはありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番号で
つながる消費者ホットライン「188(いやや！)」にご相談ください。
専門の相談員がトラブル解決を支援します。

山下　祐介氏
（首都大学東京　教授）

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
出
産
を
行
っ
た
際
に
、

出
産
前
後
一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

● 

免
除
期
間　

予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間（
多
胎
妊
娠

の
場
合
は
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
）

● 

届
出
方
法　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
提
出
可
能
で
す
。
役
場
の
国
民
年

金
担
当
窓
口
へ
以
下
の
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
国
民
年
金
被
保
険
者
関
係
届
書（
申
出
書
）

　

・
母
子
手
帳
の
写
し
等
の
出
産
予
定
日
が
証
明
で
き
る
も
の

国
民
年
金
保
険
料「
産
前
産
後
期
間
」の
免
除
に
つ
い
て

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
額
以

下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、
日
本

年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
方

・
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　
（
以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　

・
65
歳
以
上
で
あ
る

　

・
世
帯
員
全
員
が
、
市
町
村
民
税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る

　

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
で
あ
る

・
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　
（
以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
６
２
万
円
以
下
で
あ
る

●
請
求
手
続
き

①
平
成
31
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　

�

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
が
９
月
上
旬

か
ら
順
次
届
き
ま
す
。
同
封
の
は
が
き（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）を
記

入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
た
方

　

�

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
区
町
村
で
請
求
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
ご
請
求
で
お
困
り
に
な
っ
た
時
に
は
、「
給
付
金
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎
０
５
７
０
・
０
５
・
４
０
９
２
）
ま
た
は
渋
川
年
金
事
務
所（
☎
０

２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
が
10
月
１
日
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す

国

民

年

金

くらしの情報

消費者庁　消費者ホットライン188
イメージキャラクター「イヤヤン」

一人で悩まず、まずは相談
大切なのは、すぐに相談することです。困
ったときは、一人で抱え込まないで「消費
者ホットライン「いやや」（局番なしの
188）」までお電話を。『泣き寝入りは超い
やや（188）！』で覚えてね！



14広報

information
くらしの情報

セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
ま
す
。

※�

事
前
予
約
は
、
自
動
音
声
案

内
で
「
２
」
を
選
択
し
て
く

だ
さ
い
。

屋
外
広
告
物
美
化

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実
施
し
ま
す

　

９
月
１
日
〜
９
月
10
日
は
国

土
交
通
省
が
定
め
る
「
屋
外
広

告
物
適
正
化
旬
間
」
で
す
。
県

で
は
、
今
年
度
に
つ
い
て
は
、

来
年
度
「
群
馬
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー

シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
開
催

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
例
年
よ
り

期
間
を
延
長
し
、
９
月
１
日
〜

12
月
31
日
を
「
屋
外
広
告
物
美

化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
実
施
期
間

と
し
て
、
違
反
簡
易
広
告
物
の

除
却
作
業
や
違
反
広
告
物
の
是

正
指
導
等
、
屋
外
広
告
物
の
適

正
表
示
に
向
け
た
取
り
組
み
を

重
点
的
に
実
施
し
ま
す
。

　

高
山
村
で
屋
外
広
告
物
を
設

置
す
る
た
め
に
は
、
群
馬
県
屋

外
広
告
物
条
例
に
従
っ
て
、原
則
、

許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

す（
小
規
模
な
自
家
広
告
物
等
、

一
部
の
場
合
を
除
く
。）。
許
可
申

請
窓
口
は
、
下
記
問
い
合
わ
せ

先
の
中
之
条
土
木
事
務
所
で
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
適
正
な

屋
外
広
告
物
の
設
置
を
し
ま

し
ょ
う
。

● 

お
問
い
合
わ
せ　

中
之
条

土
木
事
務
所
施
設
管
理
係

　

☎
０
２
７
９

・７
５

・３
０
４
７

10
月
は
土
地
月
間
で
す

―
土
地
価
格
な
ど
の
無
料 

 

相
談
会
の
お
知
ら
せ
―

　

土
地
は
限
ら
れ
た
貴
重
な

資
源
で
あ
り
、
生
活
や
経
済

に
欠
か
せ
な
い
基
盤
で
す
。

皆
さ
ん
に
土
地
に
つ
い
て
の

関
心
を
高
め
、
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
こ
う
と
、
国
土
交

通
省
に
よ
っ
て
毎
年
10
月
は

「
土
地
月
間
」
と
定
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
群
馬

県
と（
公
社
）群
馬
県
不
動
産

鑑
定
士
協
会
で
は
、
県
内
10

会
場
で
土
地
価
格
な
ど
の
無

料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。

● 

日
時　

10
月
４
日（
金
）10

時
〜
15
時

● 

会
場　

前
橋
市
役
所
、
高

崎
市
役
所
、
桐
生
市
役
所
、

伊
勢
崎
市
役
所
、
太
田
市

役
所
、
テ
ラ
ス
沼
田
、
館

林
市
役
所
、
渋
川
市
役
所

本
庁
舎
、
藤
岡
市
役
所
、
富

岡
市
役
所
議
会
棟

● 

内
容　

不
動
産
鑑
定
士
が
、

土
地
・
建
物
価
格
や
地
代
、
家

賃
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

● 

お
問
い
合
わ
せ　

群
馬
県
地

域
政
策
課（
☎
０
２
７
・
２
２

６
・
２
３
６
６
）、（
公
社
）群
馬

県
不
動
産
鑑
定
士
協
会（
☎
０

２
７
・
２
４
３
・
３
０
７
７
）

林
業
退
職
金
共
済
制

度(

林
退
共)

の
退
職

金
請
求
に
つ
い
て

　

林
退
共
は
昭
和
57
年
に
発
足

し
た
林
業
界
で
働
く
方
の
た
め

の
退
職
金
制
度
で
す
。

　

以
前
、
林
業
の
仕
事
に
従
事

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、そ
の
当
時
、

林
退
共
制
度
に
加
入
し
て
い
た

方
で
、
退
職
金
請
求
手
続
き
を

し
た
お
心
当
た
り
の
な
い
方
は
、

退
職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い

な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
最

寄
り
の
支
部
ま
た
は
本
部
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

お
問
い
合
わ
せ
先　

独
立
行

政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済

機
構　

林
業
退
職
金
共
済
事

業
本
部　

〒
１
７
０

－

８
０

５
５　

東
京
都
豊
島
区
東
池

袋
１

－

24

－

１　

ニ
ッ
セ
イ
池

袋
ビ
ル　

☎
０
３
・
６
７
３

１
・
２
８
８
９　

FAX
０
３
・

６
７
３
１
・
２
８
９
０

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
。

　

h
ttp
://w

w
w
.rin
ta
ik
y
o
.

taisyokukin.go.jp/

社
会
保
険
労
務
士
に

よ
る
無
料
相
談
会
の

お
知
ら
せ

　

社
会
保
険
労
務
士
は
、社
会
保

険
労
務
士
会
に
登
録
さ
れ
た
年

金
や
健
康
保
健
、労
働
保
険
な
ど

の
手
続
き
や
相
談
に
乗
る
こ
と

が
で
き
る
国
家
資
格
者
で
す
。

　

下
記
の
日
程
で
無
料
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。

● 

と
き　

10
月
５
日（
土
）10
時

か
ら
15
時

● 

と
こ
ろ　

テ
ラ
ス
沼
田（
沼
田

市
役
所
）４
階
防
災
会
議
室
４

０
３

●�

内
容　

年
金
受
給
や
手
続
き

に
関
す
る
相
談
、
働
き
方
改

革
や
労
使
間
ト
ラ
ブ
ル
に
関

す
る
相
談
、
成
年
後
見
制
度

に
関
す
る
相
談

●�

お
問
い
合
わ
せ　

群
馬
県
社

会
保
険
労
務
士
会
渋
川
支
部

支
部
長　

山
本
和
久

　

�

☎
０
２
７
９
・
８
９
・
１
６
６
４

　

令
和
元
年
10
月
か
ら
、
中
之

条
税
務
署
で
行
っ
て
い
た
申
告

書
の
入
力
な
ど
の
内
部
事
務
を
、

前
橋
税
務
署
内
の
「
事
務
処
理

セ
ン
タ
ー
」
で
集
約
処
理
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴

い
申
告
書
、
届
出
書
等
の
郵
送

に
よ
る
提
出
先
が
変
更
と
な
り

ま
す
。
納
税
証
明
書
の
交
付
、

現
金
領
収
、
窓
口
で
の
相
談（
事

前
予
約
制
）等
は
、
従
来
ど
お
り

中
之
条
税
務
署
で
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
窓
口
で
の
相
談
は
、

事
前
予
約
さ
れ
ず
に
お
越
し
い

た
だ
い
て
も
、
相
談
対
応
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
願
い
ま
す
。

● 

提
出
先　

〒
３
７
１

－

８
６

８
６　

前
橋
税
務
署　

事
務

処
理
セ
ン
タ
ー（
中
之
条
税
務

署
）

※�

郵
便
番
号
と
宛
名
の
み
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

● 

電
話
相
談　

中
之
条
税
務
署

☎
０
２
７
９

・

７
５

・

３
３
５
５

※�

自
動
音
声
案
内
で「
１
」を
選
択

後
、
ご
相
談
内
容
に
応
じ
た
番

号
を
選
択
す
る
と
、
電
話
相
談

中
之
条
税
務
署
か
ら

の
重
要
な
お
知
ら
せ


